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日･曜日

火16

水17

木18

金19

日21

月22

水24

木25

金26

日28

月29

火30

茂浦健康教室

ほっと健康相談日

心配ごと相談

椿健康教室

離乳食教室

3歳児健康診査

心配ごと相談

八森婦人会古紙回収

第3回ＡＮＡ白神の森づくり

小手萩健康教室

サロンらべんだー

滝の間健康教室

心配ごと相談

1歳6か月児健康診査

1歳児健康相談

しらかみキッズワイワイ広場

心配ごと相談

椿台健康教室

あきた白神里山ブナの森づくり

行政相談

岩館ひまわり健康教室

活き活き健康教室

茂浦地区
コミュニティセンター

塙川健康センター

八森保健センター

八森地域福祉センター

椿自治会館

八森保健センター

八森保健センター

はつらつ苑

伊藤さん宅作業所前
（八森第1）

集合:ぶなっこランド

小手萩公民館

塙川健康センター

滝の間自治会館

八森地域福祉センター

八森保健センター

八森保健センター

八森保健センター

はつらつ苑

椿台自治会館

御所の台ふれあい
パーク里山

八森地域福祉センター

岩館地区生活改善センター

八森保健センター

午前10:00〜午前11:30

午前9:00〜午後4:00

午前9:00〜午後4:00

午前9:00〜正午

午前10:00〜午前11:30

受付:
午前9:30〜午前10:00

受付:
午後0:30〜午後1:00

午後1:30〜午後4:00

午前10:00〜午前11:30

午後1:30〜午後3:30

午後2:00〜午後3:30

午前9:00〜正午

受付:
午後0:30〜午後1:00

受付:
午前9:30〜午前10:00

集合:午前10:00

午後1:30〜午後4:00

午後2:00〜午後3:30

午前9:30〜午後1:00

午前9:00〜午後2:00

午前10:00〜午前11:30

午前10:00〜午後3:30

担当:吉田和江相談員

対象:Ｈ20年4月生～5月生

対象:Ｈ16年12月生～H17年3月生

担当:中山朱子相談員

対象:ダンボール・新聞紙・雑誌、空き缶

おいしいコーヒーやお茶をのみながらおしゃべりしましょう。
どなたでもお気軽にお立ち寄りください。～陽だまりの会～

担当:工藤六子相談員

対象:Ｈ18年12月生～H19年3月生

対象:Ｈ19年8月生～H19年9月生

対象:こども園入園前の子と保護者
内容:親子遊び　※気軽に遊びにおいでください。

担当:村松ワカ子相談員

※詳しくは裏面をご覧ください。

担当:須藤キノ委員

対象：脳卒中後遺症者　内容：理学療法士による機能訓練
※参加希望者は八森保健センターへ（TEL77－4050）

■2月1日〜15日の行事予定

八峰町役場 八森庁舎
ファガス

八森駐在所

塙川出張所
峰栄館

峰浜駐在所

峰栄館内各課
八峰消防署

塙警察官連絡所

八森保健センター
塙川健康センター
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76ー3119TEL
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76ー3111TEL

行　　事　　名 場　　　　所 時　　　　間 内　　　　　　　容

■9月16日〜30日の行事予定



秋田海区漁業調整委員会委員選挙人の搭載申請について

【連絡先】八峰町選挙管理委員会（TEL77－2111）

　八峰町選挙管理委員会では、海区漁業調整委員会委員選挙人の搭載申請を
受け付けております。新たに漁業に従事した人は届出が必要となりますので、選
挙管理委員会までご連絡ください。なお、1年間に90日以上漁業に従事する人
が対象となります。

複十字シールにご協力ください！

　複十字シール運動は結核や肺がん、その他の胸の病気をなくすための世界
共通の活動です。9月下旬に保健衛生委員が各ご家庭を訪問させていただきま
すので皆さんのご協力をお願いします。
　※1シート（6枚綴り）につき100円のご寄付をお願いします。

■問合せ先　福祉保健課健康推進係（八森保健センター TEL77－4050）

不正軽油一掃作戦実施中

　県では、軽油引取税の悪質な脱税行為につながる不正軽油を県内から一掃
するため、不正軽油一掃作戦を実施中です。
　10月を「不正軽油一掃強化月間」とし、ガソリンスタンドや道路走行中の車両、
工事現場での建設機械などを対象に、燃料の抜き取り調査を行いますので、皆
様のご理解とご協力をお願いします。
　また、不正軽油などの情報がありましたら、ご連絡をお願いします。

■連絡先　山本地域振興局県税課（TEL52－6201/FAX54－6781）
　　　　　フリーダイヤル 0120－910－010

「つつまれてブナの白神」自然観察会に参加しませんか
白神山地～二ツ森～

■日　　時　10月 4日㈯　午前 8時 45分（受付）　※少雨決行
■場　　所　白神ふれあい館（受付）
■参 加 料　大人 3,000 円　中学生以下 2,000 円
　　　　　　※記念品、写真代、保険料含む
■定　　員　30名（定員になり次第締め切ります。）
■携 行 品　予備食、おやつ、水筒、軍手、雨具等
　　　　　　※昼食はきりたんぽ鍋を準備します。
■問合せ・申込先　産業振興課（八森庁舎 TEL77－2111）

※翌日の 10月 5日㈰ブナ苗木植樹（白神ネイチャー協会）と
合わせての参加もお勧めします。

あきた白神　里山ブナの森づくりに参加しませんか

■日　　時　9月 28日㈰
　　　　　　午前 9:30～午後 1:00( 受付／午前 8:30～)
■場　　所　集合 : 秋田白神体験センター
　　　　　　植樹 : 御所の台ふれあいパークの里山
■参 加 費　500 円（昼食代）
■服 装 等　植樹ができる服装、長靴、軍手など
■申込期限　9月 20日㈯まで
■問合せ・申込先　あきた白神体験センター（TEL77－4050）

～植えよう白神の里山にブナを
　　　　　　　育てよう自然を想うあなたの心を～

　あきた白神体験センターでは、里山トレッキングなどで親しまれている御所の
台の里山を会場に、子どもから大人までを対象としたブナの植樹祭を開催しま
す。
　里山のブナの森づくりとともに、自然を大切にする心を育てるイベントです。

※午後1時15分からオプショナルで里山散策トレッ
キングを行います。（参加無料）

臨 時 職 員（ 事 務 職 ）募 集

■募集人員　1名　■勤務期間　11月 1日～12月中旬
■勤務時間　月曜日～金曜日（祝祭日を除く）
　　　　　　午前 8:30～午後 5:15
■賃　　金　日額 5,000 円
■募集要件　高校卒業者～35歳
■申込期限　9月 30日㈫
■申込方法

■問合せ先　税務課（八森庁舎 TEL77－2111）

市販の履歴書（写真付）に必要事項を記入して、税務課
（八森庁舎）へ提出してください。

秋の全国交通安全運動　9月21日㈰～30日㈫

　交通ルールとマナーを守り交通事故のない街づくりにご協力ください。

・全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用を
徹底しましょう

・歩行者・自転車の事故防止のため夕暮れ時や夜間は反射シール
等を装着しましょう

・飲酒運転は絶対にやめましょう

　各家庭で交通ルールや事故防止について再確認し、事故のない社
会をつくりましょう。

9 月 30日㈫は「交通死亡事故ゼロを目指す日」
　　　　　　　～みんなが交通安全について考える日です～

第3回八峰町ナイターソフトバレーボール大会に
参加しませんか

　ソフトバレーは、普通のバレーボールよりボールが大きくて柔らかくネットも
低いので初心者でも気軽に参加できるスポーツです。職場や気の合う仲間同
士にて奮ってご参加ください。

■日　　時　10月 7日より毎週火・金曜日
　　　　　　午後 7:30～（初日のみ午後 7:00～）
■会　　場　八森中学校体育館
■参加資格　町内在住者及び町内に職場を有する者。
　　　　　　年齢は 18歳以上（高校生は不可）、上限はなし。
■構　　成　

■参 加 料　1チーム 3,000 円（開会式の時に持参してください。）
■競技方法　リーグ戦及び決勝トーナメント（1部、2部）とする。
■申込方法　9/24 ㈬まで所定の申込み用紙で下記宛に提出
■問合せ・申込先　八峰町バレーボール協会　事務局
　　　　　　　　　菊地玲子（TEL76－3653）

・1チーム 10名までとし、監督は選手を兼ねる。
・試合は 4 名で行ない、うち女性が常時 2 名以上出場
していなければならない。

9月20日～10月19日は「秋季大掃除月間」です

　9月20日㈯から10月19日㈰までの1ヶ月間は秋季大掃除月
間です。町民の皆さんが積極的に掃除を行って、きれいな町
づくりにご協力ください。
　なお、八森地区の側溝上げは、10月19日㈰に行ってくださ
い。翌20日㈪に町で回収します。

■問合せ先　福祉保健課生活環境係
　　　　　　（八森保健センター TEL77－4050）

9月10日は、「下水道の日」です！

　町では、トイレを水洗便所に改造しようとする方で取扱
金融機関から融資を受けた方にその利子を町で負担して
おります。なお、申請書等は、指定工事店が代行して作成
致します。

■融資あっせん額　

■償 還 方 法　

　※新築建物、個人および法人等の事業・営業用の建物は対象外です。

水洗化工事 1件につき 70万円以内
※2箇所以上のトイレ（便槽）を水洗化した場合
　100 万円以内
元金均等償還とし、融資を受けた日の属する月
の翌月から 50ヶ月以内です。

　この他、下水道（公共下水道事業、農業・漁業集落排水事業）に関する
問い合わせは、下記までお願いします。
■問合せ先　建設課下水道係（峰栄館 TEL76－2111）

「水洗便所改造資金融資あっせん制度」


